
経営発達⽀援計画の概要 

 

実施者名 

（法⼈番号） 

瑞穂市商⼯会（法⼈番号 7200005003376） 

瑞穂市（地⽅公共団体コード 212164） 

実施期間 2023/04/01 〜 2028/03/31 

⽬標 経営発達⽀援事業の⽬標 

経営⼒向上に向けた事業計画策定の⽀援 

売上・利益獲得に向けた販路開拓の⽀援 

事業承継⽀援及び創業の促進の⽀援 

対話と傾聴を通じた課題設定型の⽀援 

 

事業内容 Ⅰ．経営発達⽀援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

他機関等の経済動向調査を活⽤した動向調査と、地域内の事業所における景況動

向・経営動向に関する調査を実施し、その内容をレポートにまとめ広く情報提供

する。 

2. 需要動向調査に関すること 

個々の事業者が開発・販売する商品やサービスについて、直接的な顧客ニーズと

⼀般的に公表されている 2 次データを併せて分析して、⼩規模事業者へ情報提

供を⾏う。 

3. 経営状況の分析に関すること 

経営分析の必要性や重要性を説明し、積極的に経営分析を実施することで、本質

的な経営課題の発⾒や解決に繋げる。 

4. 事業計画の策定⽀援 

IT ツールを活⽤した DX の取組を盛り込んだ事業計画策定の推奨並びに⽀援を

実施し、計画的且つ確実性のある事業展開に繋げる。 

5. 事業計画策定後の実施⽀援 

策定した事業計画の着実な実⾏を後押しするとともに、成果に応じて、取組み内

容の修正や改善が図られるよう⽀援を実施する。 

6. 新たな需要の開拓⽀援 

⼩規模事業者の販路開拓を⽬的に、展⽰会・商談会への出展に加えて、IT 利活

⽤など DX に向けた取組の⽀援を実施する。 



連絡先 瑞穂市商⼯会 

〒501-0222 岐⾩県 瑞穂市 別府１２９５番地３  

TEL:058-327-6611 FAX:058-327-1928 

e-mail:mizuho@ml.gifushoko.or.jp 

瑞穂市 商⼯農政観光課 

〒501-0392 岐⾩県 瑞穂市宮⽥ ３００番地２  

TEL:058-327-2103 FAX:058-327-2120 

e-mail:syoukounou@city.mizuho.lg.jp 

 



１ 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．第２期の目標  

 

（１）地域の現状及び課題 

 

①現状 

 

【立地と特徴】 

 当商工会のある瑞穂市は、濃尾平野の北西、岐阜

市と大垣市に隣接した田園地帯に位置しており、名

古屋からも近く、交通至便の地域にある。東に清流

長良川、西に揖斐川の２大河川のほか、市内に犀川

など１６本の一級河川が流れる、水に恵まれる自然

豊かな地域であり総面積は 28.19 ㎢である。 

 地形はおおむね平坦で、古来より豊富な水を活か

した都市として発展してきた。平成１５年５月に、

水資源と交通に恵まれた町である穂積町と、富有柿

などの農作物の実り豊かな町である巣南町の二町

が合併し、瑞穂市が誕生した。 

 

【交通】 

 瑞穂市は、ＪＲ東海道本線の穂積駅があり、快速列車で岐阜駅まで 5分、名古屋駅まで 30 分と短

時間で移動ができ、鉄道の利便性が高い特徴がある。また２つの国道（大垣・岐阜・各務原と岐阜県

主要都市を東西に結ぶ国道 21 号と本巣市・安八町を南北に抜ける県道 157号）があり、県庁所在地

の岐阜市へは国道 21号で約 4㎞と交通の便にも恵まれている。 

 これらを背景に、交通の要衝として製造業や運輸業の事業所が発達してきた。 

 

【人口】 

 瑞穂市の人口は、2020 年時点において

56,388 人で 5 年前から 2,034 人増加してい

る。交通の利便性の良さを背景に人口の増加

を続けている。県内からの転入超過が続いて

おり、2030年頃まで人口が緩やかに増加する

と予想されている。 

0歳から 14歳の年少人口と 15歳から 64歳

の生産年齢人口の割合は岐阜県内で 1位であ

り、若年層が増加している。若年層が増加す

る理由としては、結婚による流入や交通の利

便性の良さから、後述のとおり事業所が増加

していることを背景に転入者が多い状況が

続いていることが挙げられる。 

 

 

 

［出典：岐阜県「統計からみた瑞穂市の現状」］ 
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【事業所数と従業者数】 

■事業所数 

 瑞穂市の総事業所数は、2016 年時点で 1,874事

業所である。2012 年は 1,869 事業所、2014 年は

1,902 事業者と、一時的に増加に転じているもの

の、4 年間を通じては、微増である。 

事業所数が最も多い産業は、宿泊・飲食サービ

ス業、次いで、卸・小売業、その他の順で続く。 

産業別の傾向では、宿泊・飲食サービス業と卸・

小売業は増加傾向、製造業、建設業は減少傾向で

あること、宿泊・飲食サービス業が４割を超えて

いる。 

産業構造が製造業などの第二次産業からサービ

ス業などの第三次産業へシフトしてきていることがわかる。 

 

■従業者数 

 瑞穂市の事業者が雇用する従業者数は、2012年

に 16,698人であったが、2016年には 17,918人と

1,220人も増加した。 

雇用創出を特にけん引したのは、製造業、卸・

小売業、宿泊・飲食サービス業である。 

製造業は 2012年から 2016 年の比較で 380人の

増加、卸・小売業は同期間比較で 789人の増加、

宿泊・飲食サービス業は同期間比較で 257人の増

加となった。 

複数年の傾向からは、製造業、卸・小売業は回

復傾向、宿泊・飲食サービス業は近年横ばい傾向

が見受けられる。 

宿泊・飲食サービス業、製造業、卸・小売業の雇用比率が大きなウェートを占めていること、また

少子高齢化社会の影響で宿泊・飲食サービス業の雇用が継続的に増加していることがわかる。 

 

【瑞穂市第２次総合計画後期基本計画】  

 瑞穂市では、子どもや若い世代、地域や産業を育成する「育」、生活の基本となる良好な住環境の

維持や向上を図る「住」、誰もが安全で安心な暮らしを守っていく「安」、まちの資源や人を活かす

「活」の４つの基本視点として、「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を将来像に見据えた、第２次総合

計画後期基本計画を策定している。 

 計画では５つの分野別計画を有し、その１つである「活気あふれる元気なまち」の「②商工業」に

おいて、交通結節点として多くの人が利用する JR 穂積駅を活かし、周辺地域の商業活動の活性化を

促すことや、新たな道路整備等と連動した商業機能の充実・強化を図り、沿道利用の促進すること、

また、雇用及び長期的な税収入を確保するための各種調査の実施や、新たな企業の誘致とそれに伴う

企業立地促進条例に基づく奨励措置による本市に立地する企業への支援、民間企業との緊密な連携

及び協働により、地域の諸課題に対応し、地域の活性化及び市民サービスの向上を図ることによっ

て、「商工業の活性化により、雇用の安定と住民の利便性の向上が図られるまち」を目指そうという

ものである。 
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②課題 

 

【主要産業の現状と課題】 

■製造業 

製造業は、売上高（47.7％）、従業者数（29.1％）ともに構成比が最も高く、瑞穂市の主要産業で

ある。瑞穂市内の製造業も時代が変わるにつれて変化しており、かつての大手の紡績工場から瑞穂市

内に本社があるプラスチック加工製造や上場企業・県内有力企業の大型工場がある建材・自動車部品

等へシフトしてきている。 

小規模事業者は、コンクリート製品やアパレル、金属製品製造・軽作業の下請けなど多種多様であ

るが、市内にある大手企業・工場との取引実績がある会社は少ない。 

 課題としては、付加価値向上と営業力強化による新規取引先獲得を通じて、一社偏重、下請け依存

からの脱却を図り、経営基盤を強化する必要がある。 

 

■卸・小売業 

 瑞穂市における小売業の商品販売額は近年増加傾向である。特に交通量が多い瑞穂市内を通る国

道 21号線や県道 23号線沿いに大手専門店・チェーン店、大規模商業施設などの売上がその多くを占

めている。 

 小規模事業者の小売業も、市内の主要道路沿いや穂積駅近くに店を構える事業者が多く見られる。

パンなどの食材などで、地域住民の顧客ニーズをとらえている店舗や低価格を売りとした菓子販売

店など特色を出せている事業者は瑞穂市外からも消費者を上手く取り込めているが、旧態依然とし

た店舗は集客に苦慮している。 

課題としては、消費者ニーズを的確にとらえた商品・サービス内容の提供と、その店が持つ魅力を

訴求力する販売促進の取組みが必要である。 

 

■宿泊・飲食サービス業 

 飲食サービス業について、東海地方では有名な喫茶店やランチメニューを提供する飲食店が多く、

［出典：瑞穂市第２次総合計画後期基本計画］ 
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この業界は、当該地区において大手チェーン店よりも小規模事業者の方が、数は多いと思われる。新

規出店が多い反面、撤退や廃業も多く、新陳代謝が激しい。また、エステサロンや美容院なども同様

の傾向が強く、一部の同じ業種に事業者が集中する傾向がある。 

 課題としては、消費者ニーズをしっかりと把握し、固定客をしっかりつかむこと。現在同業者が乱

立しており供給側が過剰感は強く、特色あるメニューやサービスの開発を行い、どのように差別化す

るか大きな課題である。 

 

■建設業 

 建設業は元請の業者は少なく、従業者数も少なく家族経営または一人親方として、土木や建築、住

宅関連工事を中心とした下請け事業者が多い。元請けの取引先一社に売上の大半を依存している事

業者も多く、そのため元請け事業者の業績に左右されやすい。近年の新築着工件数の減少から売上獲

得も困難で苦戦を強いられている。その一方で、個人住宅の修繕に特化し、リフォーム需要の高まり

を捉え業績を伸ばしている事業者も存在する。 

 課題としては、新たな取引先の獲得により一社への依存度を下げ経営基盤を強化するとともに、下

請け事業で培ったノウハウを基に、自社で元請け受注の獲得を目指すなど新事業を立ち上げる必要

がある。 

 

 

■事業者の抱える共通の課題 

（売上・利益の獲得） 

上記の通り各産業において抱える課題は多様であるが、顧客ニーズの多様化、競合他社の増加、人

手不足等の問題を克服し、「売上・利益の獲得」を行っていくことは小規模事業者共通の課題となっ

ている。 

今後は、顧客ニーズに合わせた商品・サービスの開発や事業所の強みを活かした販路開拓、そして

デジタル化・ＩＴ化を取り入れたＤＸによる生産性向上等に取り組んでいく必要がある。 

 

 （後継者の確保と円滑な事業承継） 

瑞穂市商工会で国が行う事業承継ネットワークの取組みとして、2021 年～2022 年第１四半期に実

施した事業承継診断を行った 91 事業者の結果、「後継者候補がいる」と回答した事業者は 23.0％、

「後継者候補にしたい人材がいる」と回答した事業者は 10.9%という結果になり、残りの 66.1％は後

継者候補がいないというのが現状である。 

 地域経済の維持向上には事業所数の維持が欠かせず、親族内承継の他にも親族外承継や M&A など

多様な選択肢を提供しながら、後継者の確保と円滑な事業承継がなされるよう取り組んでいく必要

がある。 

 

■創業 

 瑞穂市の創業比率は、2009～2012 が 1.75％、

2012～2014 が 6.36％、2014～2016 が 5.23％と

推移しており、全国平均と近い数値で岐阜県平均

を上回っている。当商工会が実施している「みず

ほ創業塾」にも毎年多くの方が受講されており、

創業支援のニーズが高い地域となっている。 

 そのため、今後も瑞穂市や市内金融機関との連

携を図り、創業に至るまでの支援のみならず、創

業後のフォローアップにも力を入れて支援を行

っていく必要がある。 

 

 ［出典：経済分析システム「RESAS」］ 
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（２）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

 

①１０年程度の期間を見据えて 

 

＜中長期的な振興の在り方＞ 

 小規模事業者の経営力向上による売上・利益の増加に加え、円滑な事業承継と創業を促進させる

ことで、事業所数の維持と地域の雇用を創出する。 

 

 多くの商工会地域では、人口・事業所数・従業者数が減少傾向にある中で、瑞穂市は県内で最も人

口が多い岐阜市、次いで人口の多い大垣市に隣接しており、冒頭にも述べたとおり、交通の利便性が

高いこともあって、人口・事業所数・従業者数は緩やかに増加し続けている。 

しかしながら、岐阜県全体としては、人口減少の一途を辿っていることから、瑞穂市も例外ではな

く、2030年以降は人口が徐々に減少に転じる予測となっており、これに伴い、事業所数・従業者数も

徐々に減少していくであろうことが推察される。 

多くの小規模事業者に共通する課題は「どのようにして売上・利益を獲得するか」であるが、事業

者が増加傾向にある瑞穂市においては、競合他社との差別化が図れず、この課題解決に苦慮し、経営

の存続がままならず、廃業を選択する事業者も少なくない。また、業績の見通しが立たないために後

継者へと事業引継ぎを躊躇している事業者も多く存在している。 

これらに加えて、今後は人口減少に伴う市場の縮小や労働人口の減少といった新たな課題も生じ

ることから、小規模事業者は場当たり的ではなく、より的確な経営戦略に基づいた、課題解決策を講

じていく必要がある。 

 こうした状況において見据える 10 年間は、小規模事業者が自社の強みを理解し、人口減少によっ

て販路などが限られてくる難しい局面においても、それを最大限に発揮することのできる経営戦略

によって、売上・利益を獲得できていることである。売上・利益を獲得することができれば、事業の

安定化に繋がり、後継者への事業引継ぎという選択肢を視野に入れることができるようになる。そし

て、その事業を引き継いだ後継者が更なる付加価値を求めて新たな取組みをしていくことで、やがて

地域経済にとって必要不可欠な事業へと昇華させることができる。 

また、既存の小規模事業者がこうした活発な事業活動を行うことで、小規模事業者同士の競争力向

上にも繋がり、当地で新たな事業を手掛けたいと考える創業者に加えて、既存の事業を承継する形で

事業を手掛けたいと考える創業者が増え始める。瑞穂市商工会では、瑞穂市の産業競争力強化法に基

づく認定創業支援事業の認可を受けている創業者向けのセミナーとして「みずほ創業塾」を開催して

おり、市内の創業者に対する支援体制が構築出来ている。瑞穂市商工会が見据える 10 年間は、こう

した好循環によって、事業所数の維持と地域の雇用を創出することである。 

 

②瑞穂市第２次総合計画後期基本計画との連動性・整合性 

 第２次総合計画において定められた 4 つの分野別計画のうち、当商工会が大きく関係する分野は

「活気あふれる元気なまち」である。瑞穂市が目指す「商業・工業振興」を通じて「雇用の安定と住

民の利便性の向上」を進めるといった内容は、当商工会が上記に定めた、小規模事業者の経営力向上

をもって事業所数の維持と地域の雇用を創出していくといった振興の在り方の考えと一致している。 

 また、瑞穂市では、商業活動の活性化を促進するために、起業・創業者の育成支援事業を実施する

ことを掲げているが、前段のとおり、瑞穂市商工会では平成 28 年 5月に瑞穂市の産業競争力強化法

に基づく認定創業支援事業の認可を受け、平成 29 年度より瑞穂市において新たに創業を予定してい

る方等を対象に、経営・マーケティング・会計税務等のカリキュラムを用意し、創業時に必要となる

知識・ノウハウの習得や、創業者・経営者のネットワーク構築の支援などを目的とした「みずほ創業

塾」を開催しており、市が掲げる起業・創業者の育成支援事業を一手に担っている。 

 この連動性・整合性から、行政及び他の関係機関との有機的な連携が取りやすく、瑞穂市商工会が

見据える 10年間を達成するために、小規模事業者に対して一層効果の高い支援を実施できる。 
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③瑞穂市商工会としての役割 

小規模事業者が経営力を向上させるためには、現状の内外環境を踏まえた経営計画を策定し、計画

で設定したアクションプランを確実に実行へと移していくことである。また、逐一変化する環境変化

に対応すべく、計画と実行のローリングを行っていくことも欠かせない。しかしながら、リソースの

乏しい小規模事業者が独自にそれらの取組みを進めていくことは困難である。 

したがって瑞穂市商工会では、分析、立案、実行の各フェーズの確実かつ効果的な実行がなされる

よう伴走者としての役割を果たすとともに、計画策定から実行およびローリングといった一連の

PDCA サイクルを事業者が確実に回していくことのできる支援を展開していくことが重要な役割であ

る。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

目標①：経営力向上に向けた事業計画策定の支援 

 これまで述べた通り、雇用維持創出をはじめ地域経済を支える小規模事業者数の減少が進んでお

り、その原因の多くは事業収益を確保できていないことにある。それでも、顧客ニーズを踏まえ、自

社の製品・商品・サービスに磨きをかけ、上手く顧客を獲得している事業者が存在している。 

 こうした事業所を増やすことが、当会の目指す中長期的な姿への第一歩であり、そのためには、ま

ず自社の内外環境と顧客ニーズから課題を捉え、その課題解決を実現できるビジネスモデル変革に

向けた今後の取組みを定めていかなければならない。 

 今後どのように事業展開したらよいか困っている事業者はもちろんのこと、魅力ある製品・商品・

サービスを有しているにも関わらず上手く顧客を獲得できていない事業者が多くいる。こうした小

規模事業者の経営力向上に向け、地域経済を支える小規需要動向、経営分析を通じて課題を捉え、そ

の解決に向けた事業計画策定の支援を展開していく。 

 

＜目標数値＞（5年間の合計） 

（ア）需要動向調査を実施する件数：342件 

（イ）経営分析を実施する件数：278件 

（ウ）事業計画を策定する件数：209件 

＜具体的な取組み＞ 

・ニーズ調査及び提供 

・巡回による経営分析の重要性周知 

・経営分析手法の提供 

・決算確定申告時等における経営分析機会の提供 

・事業計画策定支援 

 

目標②：売上・利益獲得に向けた販路開拓の支援 

効果の見込まれる取組みが定まったとしても、着実な実行がなければ顧客獲得には到達できない。

また、自社を取り巻く環境変化の波も早く、実行途上では計画の見直しが求められることも十分に想

定される。しかし、経営資源の乏しい小規模事業者が、そうした行動に経営者一人で取り組んでいく

ことは困難である。したがって、事業計画策定時に見込んだ効果が持続的に発揮されるよう、取り組

みが確実に行われるとともに適宜適切なローリングを中心とする事業計画策定後の支援を行ってい

く。そして、展示会や IT 利活用など多様な販路開拓支援を講じ、最終目的である新たな顧客獲得に

よる売上・利益の獲得へと到達させていく。 

 

＜目標数値＞（5年間の合計） 

（ア）事業計画策定後の支援を実施する件数：209件 

（イ）新たな需要の開拓支援を実施する件数：95件 

＜具体的な取組み＞ 
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・事業計画の定期的な実行支援 

・各種施策及び関係機関に関する情報提供 

・販路開拓の機会創出、提供 

 

目標③：事業承継支援及び創業の促進の支援 

上記の経営力向上を通じた売上・利益獲得に加え、確実な事業承継および創業の促進によって地域

の事業数維持増加を図っていく。具体的な引継ぎの準備を進めていない事業者に対して、事業承継計

画策定と実行を通じて後継者へと確実な事業引き継ぎを促していくとともに、全国および岐阜県平

均を下回っている創業を促進し起業者を増加させていく。 

 

＜目標数値＞（5年間の合計） 

（ア）事業承継計画を策定する件数：10件 

（イ）創業計画を策定する件数：10件 

（ウ）計画策定後の支援を実施する件数：10件 

＜具体的な取組み＞ 

・新規創業者の掘り起こし 

・円滑な事業承継の促進 

・創業及び事業承継促進に向けた関係機関との連携 

 

目標④：対話と傾聴を通じた課題設定型の支援 

小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小規模事業

者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組へ繋げる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針  

 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日） 

 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

目標①「経営力向上に向けた事業計画策定の支援」の達成に向けた方針 

経営分析では、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識すること

に重点を置き、関心の惹きやすい定量分析を入口として定性分析に繋げる。また、定性分析では複数

の職員が関わったり専門家を活用したりして、今後の事業方向性の判断材料として有用な情報とな

るよう支援を行う。 

計画策定段階では、短期単発で終わることのない中長期的なロードマップを描けるようにすると

ともに、計画策定後の実行性を高めるために、策定の意義や目的も十分に伝える。くわえて各支援機

関との連携、各種支援施策の活用に積極的に取り組みながら支援を進める。 

 

目標②「売上・利益獲得に向けた販路開拓の支援」の達成に向けた方針 

計画策定後の支援では、目標数値や取組み時期を管理指標として、PDCA サイクルの意識を高めな

がら支援を展開する。また、ゆくゆくは事業者自身が PDCAサイクルを回せるよう促す。 

 販路開拓では、事業計画で定めた方向性やターゲットに沿うよう多様な需要開拓手段を講じ、新た

な顧客の獲得を通じた事業収益確保に導くものとする。 

 

目標③「事業承継支援及び創業の促進の支援」の達成に向けた方針 

事業承継支援では、事業承継ネットワークとの連携を図りながら、積極的に事業承継の準備に着手

するよう促し、後継者へ確実に事業が引き継がれるよう支援を行う。また、創業支援では、瑞穂市や

金融機関、産業競争力強化法に基づくネットワークなどの連携を図りながら創業予定者へアプロー

チし、創業後の確実なビジネスモデルの構築に向けた支援を行う。 

 

目標④「対話と傾聴を通じた課題設定型の支援」の達成に向けた方針 

人口減少社会において地域経済の維持、持続的発展に取組む上で、地域を支える個々の小規模事業

者への経営課題の設定から課題解決の伴走において、経営者や従業員との対話を通じて潜在力を引

き出すことにより、個社にとどまらず地域全体で課題に向き合い、自己変革していく機運を醸成す

る。 

 

３.地域の経済動向調査に関すること  

 

（１）現状と課題 

【現状】 

当商工会独自の「動向調査票」を作成して、選定した小規模事業者から景況感について調査し、そ

の結果をレポート化して巡回時に提供するほか、商工会ホームページに掲載し情報発信を行ってい

る。しかし、このレポートを根拠のある経済動向情報として必要性を認識し、事業計画の策定に繋げ

る事業者は少なく、調査レポートが本来の役割を果たしているとは言い難い。 

 

【課題】 

これまでの事業は、管内に密着した経済動向等の情報提供ができていないことに加え、単なるデー
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    参加者数：20者 

 

②経営指導員による計画策定支援 

創業計画策定に必要な検討事項に基づいて、創業セミナーや個別相談会で作成した計

画書を、創業予定者/検討者の考えを聞き出しながら、経営指導員が伴走して計画のブラ

ッシュアップを支援していくものとする。その上で、廃業予定者とのマッチングの検

討、事業の遂行に支障となる実施上の課題の解決方法についてアドバイスする。 

 

③専門家によるブラッシュアップ（必要に応じて年６回程度を予定） 

支援依頼を受けた経営指導員は、必要であれば、専門家と共に、創業予定者/検討者の

意思と実現可能性を考慮して、最終的な目的、目標、達成手段を確認し、創業計画をブ

ラッシュアップ支援する。 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 事業計画の実施については、前述の通り、策定自体の数は増えてきているが、策定後の

伴走支援については、補助金等の実施段階等にとどまっているのが現実である。 

［課題］ 地域の経営状況の課題である収益性の向上や創業後の持続的な経営の実現のために、事

業計画策定後の伴走支援の充実が必要になっている。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての事業者を対象として、計画策定後その計画が確実に実施されるよう、策

定後の伴走支援を一貫して実施する。 

自走化を意識し、経営者自身が「答え」を見いだすこと、対話を通じてよく考えること、経営者と

従業員が一緒に作業を行うことで、現場レベルで当事者意識を持って取組むことなど、計画の進捗フ

ォローアップを通じて経営者へ内発的動機づけを行い、潜在力の発揮に繋げる。 

 

（３）目標 

内容 現行 
令和 

5年度 

令和 

6年度 

令和 

7年度 

令和 

8年度 

令和 

9年度 

事業計画策定後フォロー

アップ対象事業者数 
36 38 38 40 40 43 

事業承継計画策定後フォ

ローアップ対象事業者数 
- 2 2 2 2 2 

創業計画策定後フォロー

アップ対象事業者数 
- 2 2 2 2 2 

頻度(のべ回数) 140 168 168 176 176 188 

売上増加事業者数 - 10 10 10 10 11 

営業利益額の前年比1%以

上増加の事業者数 
- 10 10 10 10 11 

※ フォローアップ頻度については､1 事業者当たり年 4 回を基本とするが、事業者からの申出

や事業計画の進捗状況が思わしくない場合等においては臨機応変に対応する｡ 

 

（４）事業内容(手法・頻度) 

【手法】 

① 経営指導員によるフォローアップ ≪四半期に一度≫ 
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経営指導員は、事業計画を策定した事業者全てを対象に、計画書策定が完了したら、四

半期に一度程度、巡回指導及びその他の方法により、進捗状況を把握して、カルテに記録

して、共有する。特に、収益性の拡大と持続的な経営の実現を意識し、その進捗が芳しく

ない場合または収益状況が芳しくない場合は、新たな支障が生じているとの推定のもと、

直ちに巡回指導を行い、課題を把握するとともに、その解消に向けた指導・助言を行う。

経営指導員で解消が困難な課題である場合、専門家派遣等を実施する。 

② 専門家派遣によるフォローアップ ≪必要に応じて≫ 

支援依頼を受けた経営指導員は、相談カルテ、策定された事業計画書に基づいて、対象

となる小規模事業者の意向により、専門家とともに事業計画の実施上での課題解決だけで

なく、経営革新計画や経営向上計画についての国、県の法承認、認定などについても手厚

く支援する。 

③ 資金面での支援・フォローアップ ≪必要に応じて≫ 

立案・実施している事業計画を元に、必要な資金の調達においては、日本政策公庫や地

域金融機関と連携して、小規模事業者が持続的に事業を発展させていくために低利な資金

を斡旋し、同時に、調達後のフォローも随時実施する。 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題と解決の方向性 

［現状］ これまで需要開拓に寄与する事業として、都市部で開催される展示会や大手企業との商

談会への参加支援を施策の中心に据え取り組みをしてきたが、多くの事業者は、市内あ

るいは隣接する岐阜市や大垣市の近隣商圏をターゲットに見据えた活動から、講じる施

策に強い興味を持たれることなく効果を得られなかった。また、地域内の小規模事業者

の多くはオンラインによる販路開拓等に関心があるものの、「高齢化」、「知識不足」、「人

材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販路開拓等のＤＸに向けた取組が進んでおら

ず、商圏が近隣の限られた範囲にとどまっている。 

 

［課題］ 販路開拓に向けては、事業者の業種（取引形態）や事業計画で定めた方向性（販売する

商品・サービス やターゲット）に応じて、展示会や商談会に偏ることなく多様な支援

手段を講じていく。小売業や飲食業サービス業等は、展示会や商談会といった手段の他

にも、商圏内顧客の来店客数をいかに増加させていくのかといった支援が求められる。

また、DX に向けた取組みを促進し、競争力を高められるよう、データに基づく顧客管

理や販売促進、SNS 情報発信、EC サイトの利用 など、IT 活用による営業・販路開拓

に関するセミナー開催や相談対応を行い、理解度を高めた上で、導入にあたっては必要

に応じて IT 専門家派遣等を実施するなど事業者の段階に合った支援を行う。 

 

（２）支援に対する考え方 

商工会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、既存の展示会等への出展を目指していくも

のとする。出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中に

は、陳列、接客など、きめ細かな伴走支援を行う。 

ＤＸに向けた取組として、データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳ情報発信、ネットショップ

の開設等、ＩＴ活用による営業・販路開拓に関する相談対応を行い、理解度を高めた上で、導入にあ

たっては必要に応じてＩＴ専門家派遣等を実施するなど事業者の段階に合った支援を行う。 

 

（３）目標 

内容 現行 
令和 

5年度 

令和 

6年度 

令和 

7年度 

令和 

8年度 

令和 

9年度 

①展示会出展事業者数 - 2 2 2 2 2 
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売上額／者 - 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

②商談会出展事業者数 - 2 2 2 2 2 

成約件数／者 - 1 1 1 1 1 

③ＩＴ利活用支援事業者数 1 10 10 10 10 10 

売上増加率／者 - 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

④プロモーション支援事業

者数 
1 10 10 10 10 10 

売上増加率／者 - 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

 

 

（４）事業内容 

①・②展示・商談会への出展事業（ＢtoＢ） 

製造業のほか、小売業・飲食サービス業の中でも域外へ広く販売していく意向の強い事業者を

対象に支援を行っていく。 

支援の具体的な内容として、小規模事業者にとって大規模な展示会・商談会・物産展への個社独

自での参加対応は、人手やノウハウ、費用など様々な面で困難性が高いことから、事業計画を策定

した事業者の中から、展示会や商談会のテーマに合致する製品や技術を持つ事業者に対してピン

ポイントで情報提供を行い、出展参加を促すことで販路の開拓を目指す。事業者が参加を希望する

場合は、PR ツールの作成等、出展準備から当日の運営、その後の商談成約に向けて一貫して支援

を行っていく。 

【想定する展示会・商談会・物産展】 

イベント名 概要 

メッセナゴヤ 

（展示会） 

11月、ポートメッセなごやにて開催 

コロナ禍のため、現地開催に加えてオンライン展示会も開催 

業種業態の枠を超え、多様な製品技術サービスが集結 

出展社数 840社（R3実績） 

来場者数 36,868名（R3実績） 

フードセレクション 

（商談会） 

11月、東京のビッグサイトにて開催 

全国に向けた販路の拡大を希望する食関連の企業・団体が出展 

出展社数 388社（R3実績） 

来場者は 3,121名(R3実績) ※ 

※来場者は全国のスーパー・百貨店・コンビニ・卸売・通販・外

食・中食等の食品担当バイヤー 

「ぎふブランド」大都市

圏発信プロジェクト 

（商談会） 

6～翌年 2月にかけて十六銀行本店及びオンラインにて開催 

県内企業と首都圏の有名バイヤー企業による商談会 

出展社数 77社（R3実績） 

しんきんフェア 

（物産展） 

10月、ポートメッセなごやにて開催 

東海地区 36信用金庫の取引先企業が出展 

出展社数 392社（R1実績） 

来場者は 3,254名(R1実績) 

※令和 2・3年は開催中止のため、令和元年度の実績を掲載 

ニッポン全国物産展 

（物産展） 

11 月、池袋サンシャインシティにて開催 

全国の商品を集めた大規模物産展 

出展社数約 178社（R3実績） 

来場者数約 4.5万人（R3実績） 
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③IT利活用支援 

自社 HP の活用のみならず、フェイスブックやインスタグラムなどの SNS も含めた IT 利活用に

よる情報発信強化の支援を行う。 

支援の具体的な内容として、事業計画を策定した事業者のうち、HP を有していない事業者へは

HP開設を勧め、すでに HPを運営している事業者へは SNSの活用やサイト内でのショッピング機能

の追加を促すといったように、事業者の現状にあわせて段階的なステップアップを図る。なお、IT

利活用の支援には技術的なスキルも必要となるため専門家と連携を図りながら進める。 

  このような IT 利活用の支援を行うことで、新たな販路開拓の取組みには DX 推進が必要である

ということを事業者に理解・認識してもらう。 

 

＜想定する ITの利活用＞ 

・IT利活用が進んでいない事業者：ホームページ開設支援 

・IT利活用が進んでいる事業者：サイト内でのショッピング機能追加＆SNS活用 

 

④プロモーション支援 

  近隣域内の顧客獲得による販路開拓の意向が強い事業者を対象に支援を行っていく。 

  こうした事業者は来店客数の増加が目指す指標となるため、展示会や物産展などではなく、チラ

シ、フリーペーパー、看板など域内の見込顧客へ働きかけるプロモーションツールの支援を中心と

していく。 

  支援の具体的な内容として、自社の商品・サービスの特徴やメリット、競合店との違いなどを明

確化し訴求力のある PRとなるよう内容のブラッシュアップ支援を行っていく。 

 

＜想定するプロモーション支援＞ 

・新聞折込チラシ、フリーペーパー、サインボードなど広告宣伝ツール 

・パンフレット、企画提案書など営業用ツール 

・のぼり、POP、店内イベントなど販売促進ツール 

 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること  

 

（１）現状と課題 

【現状】 

現在の評価機関である「経営発達支援事業評価委員会」は瑞穂市商工農政観光課長、中小企業診断

士（外部有識者）・岐阜西濃ブロック広域支援室長・岐阜西濃ブロック広域支援室エリアマネージャ

ー・商工会長を構成員として組織している。 

 

【課題】 

継続的に、第三者の視点も含めて PDCAを回していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援事業評価委員会の開催 

経営発達支援事業評価委員会 

目  的 

経営発達支援計画が計画的に実施されているか確認すると共に、瑞穂市

商工会が支援機関として管内小規模事業者に対して効果的な支援を実

施できているか評価し、改善への提案を行う 

構成メンバー 

瑞穂市商工農政観光課長 

中小企業診断士（外部有識者） 

岐阜西濃ブロック広域支援室長 
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岐阜西濃ブロック広域支援室エリアマネージャー 

商工会長 

商工会事務局長、法定経営指導員及び経営指導員 

委員会開催回数 年１回開催 

評価結果の公表時期 委員会開催後 

 

②経営発達支援計画の見直しと改善 

本委員会での評価結果にて改善の必要性が指摘された点については見直し及び改善を行うことで、

小規模事業者に対してより効果的な支援を実施できるようにする。計画の見直しについては理事会

及び総代会の承認を受けた上で実施するものとする。 

 

③評価結果の公表 

本委員会の評価結果は理事会にて報告し、事業実施の方針等に反映させるとともに、商工会ホーム

ページ及び会報へ掲載することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

（１）現状と課題 

＜現状＞ 

これまで事業団研修や各種セミナーの受講を中心に資質向上を図ってきた。経営発達支援に携わ

る機会が増したため、研修での学びを実際の支援現場に活かすことができるようになってきている。

また当商工会では、経営指導員・経営支援員が主体となって事業者支援を行う体制となっている。 

ただし、喫緊の課題である DX 推進については、その進化発展をキャッチアップすべく努力してい

るが､まだまだ未達の部分もある。 

 

＜課題＞ 

これからの事業者への手厚い経営支援を実行していくには、職員全員が攻めの姿勢を持つことと

幅広い知識の習得、及び相談事例の一元管理による情報の共有化が必要である。 

また、DX 推進に向けて、最新情報の収集など、今後の拡がりも含めた継続的なキャッチアップが

必要である。 

 

（２）事業内容 

①外部研修会の積極的な活用 

ア）経営支援能力向上セミナー 

経営指導員及び経営支援員・記帳職員の支援能力の一層の向上のため、岐阜県商工会連合

会が課題別研修での「基本実務研修」「経営指導員課題別研修」等の受講や、中小企業庁や中

小機構が主催する「経営支援力向上セミナー」等に計画的に受講する。 

 

イ）中小企業大学校支援担当者研修 

中小企業大学校瀬戸校や東京校で実施する「事業計画策定セミナー」「創業支援セミナー」

「対話力向上等のコミュニケーション能力を高める研修」等の専門分野の研修へ派遣し、支援

の基本姿勢（対話と傾聴）の習得・向上、支援の多様性を学ぶ。 

 

ウ）ＤＸ推進に向けたセミナー 

喫緊の課題である地域の事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員及び一般職員

のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導を可能にするため、下記のようなＤＸ

推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセミナーについても積極的に参加する。特に商

工会 WEB セミナーや EC セミナーの DX 関連のセミナーを積極的に受講する。 
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・事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、 テレ

ワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

・事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイトの構築・運用、オンライン

展示会、ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

・その他取組オンライン経営指導の方法等 

 

②OJT による支援ノウハウの向上 

ア）エリアマネージャーの同行 

岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室と連携して、若手経営指導員にエリアマネー

ジャーが同行し、小規模事業者との接し方を学ぶとともに経営支援に関するノウハウを断片

的に学ぶ。また、経営分析に関する支援においては、経営支援員をはじめ経営指導員以外の職

員も同席してノウハウを身に着け、記帳指導や決算指導時での経営分析実施事業者の掘り起

こしを行えるようにしていく。 

イ）専門家との同行 

専門家派遣事業に同行し、ＯＪＴによる企業支援能力（ヒアリング手法、支援の進め方、分

析の視点、事業展開の手法等）を高める。 

 

③OFF-JT による支援ノウハウの向上 

全国商工会連合会・岐阜県商工会連合会が主催する研修に加え、中小企業大学校主催の各分野に

おける専門的知識の習得が期待できる専門コースの受講を OFF-JT の中心に据え、経営指導員の

現状スキルを考慮するとともに、経営分析や事業計画策定、販路開拓などをテーマとした専門コー

スを受講し、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。また、経営指導員以外

も同会が主催する課題別研修に参加し資質を向上させていく。 

特に喫緊の課題である地域の事業者の DX 推進への対応にあたっては、経営指導員及び経営支

援員の IT スキルを向上させニーズに合わせた相談・指導を可能にするために、クラウド会計ソフ

ト、電子マネー商取引システム等の IT ツール、補助金の電子申請、ホームページ等を活用した自

社 PR・情報発信方法、EC サイトの構築・運用などのセミナーに積極的に参加する。 

 

④職員間による支援ノウハウの共有 

支援内容の共有化を図るため、毎月１回全職員を対象とした支援会議を実施する。また、職員が

携わった支援情報を一元的に管理してデータの共有化を図り、商工会全体での支援レベルを向上

させていく。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年９月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

瑞穂市商工会事務局組織図 

            (令和４年９月１日現在 職員数１０名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏名：小山 凌佑 

 連絡先：瑞穂市商工会 ℡：058-327-6611 

 メール:mizuho@ml.gifushoko.or.jp 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

 経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見

直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①瑞穂市商工会 

住所：岐阜県瑞穂市別府 1295-3 

電話：058-327-6611 

FAX :058-327-1928 

Email: mizuho@ml.gifushoko.or.jp 

 

②瑞穂市商工農政観光課 

住所：岐阜県瑞穂市宮田 300-2 

 電話：058-327-2103 

 FAX :058-327-2120 

  Email:syokounou@city.mizuho.lg.jp 

事務局長 

法定経営指導員  1名 

経営指導員    2名 

経営支援員    2名 

記帳職員     3名 

一般職員     1名 

瑞穂市 

商工農政観光課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

必要な資金の額 650 650 650 650 650 

 

①事業計画策定に係

る専門家派遣費 
300 300 300 300 300 

②需要動向調査費 100 100 100 100 100 

③販路開拓支援費 200 200 200 200 200 

④委員会等開催費 50 50 50 50 50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

①補助金（岐阜県、瑞穂市）、商工会自主財源（会費収入 、手数料収入等） 

②補助金（国、岐阜県、瑞穂市）、商工会自主財源（会費収入 、手数料収入等） 

③補助金（国、岐阜県、瑞穂市）、商工会自主財源（会費収入 、手数料収入等）、賦課金収入 

④補助金（岐阜県、瑞穂市）、商工会自主財源（会費収入 、手数料収入等） 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


